
日本とロシアは、アジア太平洋地域におけ
る重要な隣国である。両国が、変化の激しい
この地域のパートナーとしてふさわしい関係
を構築し、政治、経済、文化、国際場裏など
のあらゆる分野において協力と連携を深めて
いくことは、両国の戦略的利益に合致するの
みならず、同地域の安定と繁栄に貢献し得
る。この観点から、2010年を通じ、日露間
で3度の首脳会談及び2度の外相会談を含め、
様々なレベルにおいて対話が行われた。
ロシアは、極東・東シベリア地域の開発を
進め、アジア太平洋地域への統合を目指すと
ともに、経済の「近代化」を推し進める方針
を打ち出し、日本との協力に一定の期待と関
心を示している。しかし、2010年11月には
メドヴェージェフ大統領が、ソ連・ロシアの
最高指導者として初めて北方領土の国

くなしり

後島を
訪問するという極めて遺憾な出来事が起き
た。また、ロシアは北方四島をも対象とした
経済・社会発展プログラムに力を入れてい
る。
こうした中で、日露間の最大の懸案である
北方領土問題を解決して、平和条約を締結す

るとの日本政府の方針に変わりはない。同時
に、日露双方がウィン・ウィンとなるような
交渉を行っていくことが重要であり、この観
点から、両国の間で合意の上作成された諸合
意及び諸文書並びに法と正義の原則を基礎と
して領土問題の解決に取り組むとともに、経
済を含むあらゆる分野において日露関係の発
展を図っていく。
中央アジア・コーカサス諸国 1については、

アジアと欧州、ロシアと中東を結ぶ地政学上
の要衝に位置しており、同地域が平和と繁栄
を維持することは、ユーラシア全体の利益で
ある。また、同地域はエネルギー・鉱物資源
を豊富に有することから、日本の資源・エネ
ルギー供給の多様化の観点からも重要であ
り、同地域諸国との更なる関係強化を図る考
えである。その意味で、2004年以来、日本
が進めている「中央アジア＋日本」対話の枠
組みによる協力は、同地域の安定と地域内協
力の促進に貢献するとともに、日本と同地域
との幅広い協力関係を深めていくためにも有
意義である。

1	 中央アジア諸国は、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンの 5 か国、コーカサス諸国は、アゼルバイジャ
ン、アルメニア、グルジアの 3 か国を指す。

第５節

ロシア、中央アジアと 
コーカサス
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1　ロシア

（1）日露関係

各　論

対露外交の位置付け
ロシアは、日本にとってアジア太平洋地域
における重要な隣国である。特に、近年ロシ
アはアジア太平洋地域との関係強化を目指す
方針をとっており、極東・東シベリア地域を
この地域に統合していくことによって、東シ
ベリア以東の開発を活発化させる方針を示し
ている。
このような中、日露経済関係は近年着実に
拡大しているが、日米、日中に比べて貿易の
規模はそれぞれ8分の1、13分の1程度に留
まっており、今後日露間で経済関係をより強
化していく余地がある。また、ロシアは国際
社会における主要国の一つであり、国際舞台
においても日露が協力を強化できる分野は多
い。
その一方、日露関係にとって最大の懸案で
ある北方領土問題については、第二次世界大
戦後65年以上を経過した今も解決に至って
いない。日本政府としては、このような現状
を踏まえ、あらゆる分野において日露関係を
発展させつつ、北方領土問題の解決を図って
いく考えである。

北方領土問題と平和条約交渉
日本政府は、日本固有の領土である北方四
島の帰属の問題を解決して、平和条約を締結
するとの基本方針の下で、日ソ共同宣言 2、
東京宣言 3、イルクーツク声明 4などこれまで
の諸合意及び諸文書に基づき、精力的にロシ
ア政府との間で交渉を行っている。2010年
には鳩山政権下において、G8外相会合の際
に日露外相会談（3月、於：カナダ）が、核
セキュリティ・サミットの際に日露首脳会談
（4月、於：米国）が実施された。その後、
菅政権発足直後に行われたG8ムスコカ・サ
ミットの際の首脳会談（6月、於：カナダ）
では、メドヴェージェフ大統領から、領土問
題は解決できない問題ではない、双方に受入
れ可能な解決策を模索していきたいとの発言
があり、両首脳は、首脳レベルを始め、高い
レベルでの話合いを通じ、前進を図っていく
必要があるとの認識で一致した。
しかしながら、2010年後半には、ロシア
側において、7月初めの択

えとろふ

捉島における軍事
演習の実施、「第二次世界大戦終了の日」の
制定 5、そして11月1日のメドヴェージェフ

ア イ

2	 ソ連によるサンフランシスコ平和条約の署名拒否を受け、1955 年 6 月から 1956 年 10 月にかけて、日ソ間で個別の平和条約を締結するために交
渉を行ったが、色

しこたん

丹島、歯
はぼ

舞
まい

群島を除き、領土問題について意見が一致する見通しが立たなかった。そのため、平和条約に代えて 1956 年 10 月
19 日、日ソ両国は、戦争状態の終了、外交関係の回復などを定めた日ソ共同宣言（両国の議会で批准された条約）に署名した。同宣言第 9 項に
おいて、平和条約締結交渉を継続すること、平和条約締結後に歯舞群島及び色丹島が日本に引き渡されることが合意されている。

3	 1993 年 10 月のエリツィン大統領訪日の際に、同大統領と細川護
もり

熙
ひろ

総理大臣との間で署名された宣言。第 2 項において、領土問題を、北方四島の
帰属に関する問題であると位置付け、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確化するとと
もに、領土問題を、①歴史的・法的事実に立脚し、②両国の間で合意の上作成された諸文書及び③法と正義の原則を基礎として解決するとの明
確な交渉指針を示した。

4	 1956 年の日ソ共同宣言が両国間の外交関係回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認
し、その上で 1993 年の東京宣言に基づき、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、日露関係を完全に正常化するため、今後
の交渉を促進することで合意した。

5	 1995 年 3 月 13 日 No.32-FZ「ロシアの軍事的栄光の日及び記念日に関する」連邦法第一条 1 を改正し、日本が第二次世界大戦降伏文書に調印した
9 月 2 日を、第 10 番目の記念日「第二次世界大戦終了の日」として追加。
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大統領による国後島訪問と、日本としては看
過できない動きが続き、日本政府としてそれ
ぞれに対し、様々なレベルで抗議などを行っ
た。
このような状況の中、アジア太平洋経済協
力（APEC）会合の際の首脳会談及び外相会
談（11月、於：横浜）では、双方の原則的
立場を踏まえた議論が行われるとともに、双
方は、領土問題の解決を含め、今後ともあら
ゆる分野で関係を発展させていくことで一致
した。こうした流れを受け、前原外務大臣は
2011年2月に訪露し、外相会談において、領
土問題に関する日本の基本的立場を改めて明
確に伝えるとともに、ロシア政府要人の北方
四島訪問が相次いでいることに遺憾の意を伝
達した。その上で、両外相は、これまでの両
国間の諸合意に基づいて双方にとって受入れ
可能な解決策を模索する必要があり、静かな
環境下で協議を継続していくことで一致し
た。

また、日本は、北方領土問題の解決のため
の環境整備に資する事業にも積極的に取り組
んでいる。北方四島への渡航などに関する枠
組みとして、四島交流、自由訪問及び墓参 6

を実施すると同時に、北方四島を含む日露両
国の隣接地域における協力として、防災や生
態系保全などの分野での協力を進めている。

日露経済関係
日露経済関係は近年着実に拡大している。
2009年には、経済・金融危機の影響などに
より、2008年に比べ貿易額が大きく減少し
たものの、2010年は、約240億米ドルと回復
傾向にある。
近年、ロシアが極東・東シベリア地域の発
展を通じたアジア太平洋地域への統合を目指
していることを受け 7、日露政府間では、極
東・東シベリア地域における互恵的な協力の
促進に取り組んでいる。また、ロシアが重視
する経済の「近代化」についても、省エネル

ウ

6	 四島交流、自由訪問及び墓参は、日露両国いずれか一方の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に設定された枠組
み。1992 年から、四島交流の枠組みの下で日本国民と北方四島の住民との間で相互訪問が実施されている。自由訪問は 1999 年に設定された、北
方四島の元居住者などによる、最大限簡素化された北方四島訪問の枠組み。北方墓参は 1964 年から断続的に実施されており、対象者は元島民及
びその家族。

7	 2007 年には、「2013 年までの極東・ザバイカル経済社会発展連邦目的プログラム」が承認され、2012 年 APEC のウラジオストク開催が決定した。
2010 年も、メドヴェージェフ大統領、プーチン首相による極東・シベリア地域の訪問が相次ぐなど、極東・東シベリア地域重視の姿勢が示され
ている。日本側は、2007 年に「エネルギー」、「運輸」、「情報通信」、「環境」などの 8 分野から成る「極東・東シベリアにおける日露間協力に関
するイニシアティブ」を提案し、ロシア側の支持を得て、フォローアップを行っている。

外相会談後、共同記者会見に臨む前原外務大臣（左）とラヴロフ・ロシ
ア外相（2011年2月11日、ロシア・モスクワ）

アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に出席し、メドヴェージェフ・
ロシア大統領と会談する菅総理大臣（右）（11月13日、横浜　写真提
供：内閣広報室）

97外交青書 2011

第５節ロシア、中央アジアと コーカサス

第
２
章



ギー分野を始めとする、日本の高い技術力を
生かした協力に取り組んでいる。こうした流
れを受け、2011年2月に訪露した前原外務大
臣は、フリステンコ産業貿易相との間で「貿
易経済に関する日露政府間委員会」8の第9回
会合を開催し、日露間の互恵的な経済関係の
進捗につき議論した上で、2011年中にロシ
アにおいて官民の円卓会議を開催することで
原則的に一致した。
エネルギー分野では、日本企業も参加した
石油・天然ガスプロジェクトであるサハリン
Ⅰ・Ⅱが順調に進んでいる他、東シベリアに
おける石油・天然ガスの日露共同探鉱事業に
おいて、原油・ガスが発見された。2012年
にロシアのウラジオストクで開催される
APEC首脳会議に関連して、会議開催のため
のインフラ整備事業に日本企業が参加するな
どの協力も行われている。その他、シベリア

鉄道を利用した輸送・物流、情報通信などの
分野でも協力が進んでいる。
日本は、1994年以降、ロシア国内6都市に
日本センターを設置し、将来のロシア経済を
担い、日露経済交流の分野で活躍する人材の
発掘・育成のため、経営関連講座、訪日研
修、日本語講座などを実施している。これま
でに約4万9,000人が受講し、約3,900人が訪
日研修に参加した。同センターは、日露貿易
投資促進機構 9のロシア国内における支部と
しても、両国企業間の連携促進などの様々な
ビジネス支援の活動を積極的に行っているほ
か、日本の地方自治体によるロシアへのミッ
ション派遣を支援するなど、地域間経済交流
にも貢献している。

様々な分野における日露間の協力
日露間では、国際場裏において、北朝鮮、

エ

8	 1994 年 11 月、サスコベッツ第一副首相と河野洋平外務大臣との間で署名された覚書に基づき、第 1 回会合を 1996 年 3 月に開催。現在は、日本側
は外務大臣、ロシア側は産業貿易相が共同議長。

9	 日露貿易投資促進機構は、①情報提供、②コンサルティング、③紛争処理支援を通じて、日露間の貿易投資活動を拡大・深化させることを目的
として設置された。日本側機構は、外務省、経済産業省、日本貿易振興機構（JETRO）、ロシア NIS 貿易会、日本センターで構成され、2004 年 6
月から活動開始。ロシア側組織が 2005 年 4 月に設立されたことにより、全体としての活動が開始された。

日ソ・日露貿易高の推移

日本の輸出額 （億円） 日本の輸入額 （億円）
貿易総額 （百万米ドル） 貿易総額 （億円）
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（2）ロシア情勢

ロシア内政
メドヴェージェフ大統領とプーチン首相と
の二頭体制はこれまでのところ順調に機能し
ていると見られる。メドヴェージェフ大統領
は、プーチン前大統領（現首相）の路線を継
承しつつ、経済の「近代化」を引き続き重視
し、そのための賢明な政治や経済外交を推進
する意向を表明している。また、自由と法の
尊重、汚職対策、司法改革、報道の自由、民
主主義の発展、官僚制度の改善、内務省改
革、北コーカサス対策などに取り組んだ。
政治・社会面では、国民生活向上を重視
し、年金増額の他、教育、保健などの「優先
的国家プロジェクト」に取り組んだ。治安面
では、3月にモスクワの地下鉄で、2011年1
月にはモスクワ郊外のドモジェドヴォ空港で
テロ事件が発生し、また、ロシア南部の一部
の地域では治安機関を狙ったテロが多発する
など、治安安定化の兆しは見えない。

ロシア経済
経済・金融危機からの回復の道のりは十分
とは言えないが、他国との比較では中程度の
ペースで回復している。国内総生産（GDP）

成長率は、夏の干ばつなどの影響により、当
初の予想を下回る4％となった。とはいえ、
国内需要は堅調であり、国内投資は第3四半
期以降、回復が顕著である。物価上昇率は、
干ばつなどの影響により政府予測を上回り、
8.8％となった。また、財政状況については、
原油価格が予算上の想定価格よりも高く推移
しているため、歳入増が見込まれること、歳
出面でも支出が削減されていることなどか
ら、財政赤字が政府の当初予測を下回る可能
性がある。

ロシア外交
ロシアは、メドヴェージェフ大統領の「近
代化のための外交」という方針の下、関係各
国と協力を進めつつ、発展するアジア太平洋
地域への統合を通じて、極東・東シベリアの
開発を行うことを目指している。また、エネ
ルギー分野などでの実務協力を通じ、あらゆ
る国・地域と関係発展を図る姿勢をとってい
る。
米国との間では、6月のメドヴェージェフ
大統領訪米時に、米露両国が対等・互恵の立
場で近代化協力を進めていくことで一致した

ア

イ

ウ

イラン、アフガニスタンといった主要な地域
問題の解決に向けた協力を進めている。
防衛交流の分野では、7月に海上自衛隊の
護衛艦が訪露し、共同訓練を実施した。ロシ
アからは、6月に空軍総司令官、9月に参謀
総長が、また、10月にロシア軍艦艇が訪日
した。治安当局間では、7月の海上保安庁長
官のロシア訪問、10月のロシア国境警備局
艦艇の小樽訪問及び日露合同訓練など、活発
な交流が行われた。また、横浜APECの際

の外相会談において、日露刑事共助条約
（2009年5月署名）の批准書の交換を行い、
同条約は2011年2月11日に発効した。
また、日露青年交流事業の枠組みに基づ
き、300人を超える両国の青年が様々な分野
で交流を行った。モスクワにおける「ジャパ
ン・ポップカルチャー・フェスティバル
2010」や、日本におけるロシア文化フェス
ティバルの開催など、文化交流も活発に進め
られた。
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2　中央アジア諸国

キルギスでは、4月に政変が発生し、バ
キーエフ大統領が辞任してオトゥンバエヴァ
元外相を議長とする暫定政府が発足した。同
国では6月にキルギス系とウズベク系の住民
が衝突し、多数の死傷者が発生したが、暫定
政府は、事態の沈静化を図りつつ、オトゥン
バエヴァ移行期大統領に対する信任及び議会
権限の強化を含む憲法改正案を国民投票に付
し、それぞれ承認された。その後、10月に
議会選挙が実施され、12月には連立政権が
発足した。タジキスタンでは、2月に下院議
会選挙が行われ、与党が勝利した。なお、両
国の議会選挙には欧州安全保障協力機構
（OSCE）／民主制度・人権事務所（ODIHR）
選挙監視団として日本の要員も参加してい
る。
カザフスタンでは、1年を通じOSCE議長
国としての活動が活発に展開され、12月に
は首都アスタナにおいて11年ぶりとなる
OSCE首脳会合が開催された。ウズベキスタ
ンでは、引き続き安定的な政権運営が行われ
る中で、比較的高い水準の経済成長が維持さ
れている。トルクメニスタンでは、イランと
の間に追加的なガス・パイプラインが開通す

るなど天然ガス資源輸出ルートの多角化が着
実に進められている。
日本との関係では、2月に「中央アジア＋
日本」対話の枠内で、物流インフラ整備を
テーマに日本と中央アジアの有識者による第
4回東京対話が開催された。また、8月には、
同対話の第3回外相会合（於：ウズベキスタ
ン・タシケント）が開催され（日本からは岡
田外務大臣が出席）、この枠組みを通じて日
本と中央アジア諸国が協力することの有用性
が確認された。
要人往来については、中央アジア諸国か
ら、3月のサウダバエフ・カザフスタン国務

他、2011年2月に、第一次戦略兵器削減条約
（STARTⅠ）の後継条約（新START条約）
に関する批准書を交換し、同条約が発効し
た。EUとの間では、6月に「近代化のため
のパートナーシップ」を進めていくことを取
り決めた。
中国とは、両国指導者の相互訪問を通じ、
戦略的パートナーシップ関係を対外的にア
ピールし、また、上海協力機構やBRICs首
脳会合など多国間の枠組みでも提携していく

立場を示している。9月、メドヴェージェフ
大統領訪中に際し、中露両国は、パートナー
シップ及び戦略的協力関係の全面的深化に関
する共同声明・第二次世界大戦終結65周年
共同声明などを発表した。
独立国家共同体（CIS）諸国は依然として
ロシア外交の優先地域と位置付けられてい
る。2010年、ロシアは、地域における経済
統合の取組の一環として、カザフスタン、ベ
ラルーシと関税同盟を結成した。

「中央アジア・日本」対話第3回外相会合における岡田外務大臣（左か
ら3番目）（8月7日、ウズベキスタン・タシケント）
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3　コーカサス諸国

2008年8月の南オセチア紛争以来、グルジ
アとロシアは国交断絶状態にあるが、ジュ
ネーブにおける当事国及び関係国による対話
を通じ、解決に向けた努力が現在も続けられ
ている。10月には、南オセチアとグルジア
の西部境界地帯のペレヴィ村からのロシア軍
撤退、南オセチアの紛争防止対応メカニズム
会合への復帰など、一定の事態の進展が見ら
れた。
アルメニアとトルコとの国交正常化及び両
国間の国境開放に対しては、両国内外の反対
が根強く、ナゴルノ・カラバフ問題を巡りア
ルメニアと対立するアゼルバイジャンの反発
もあって、現在プロセスは事実上中断されて
いる。ナゴルノ・カラバフ自治州を巡る領土
問題については、ロシアの仲介により3か国
首脳会談などが行われているが、いまだ具体
的な解決に至っていない。

日本との関係については、グルジアから、
3月にヴァシャッゼ外相、9月にコヴァリア
経済開発相が訪日し、7月には駐日アルメニ
ア大使館が開設された。11月には、外務省
間の定期協議をコーカサス3か国とそれぞれ
実施した。

長官兼外相の訪日に続き、4月にはガニエ
フ・ウズベキスタン副首相兼対外経済関係・
投資・貿易大臣が訪日し、貿易投資促進に向
けた国際会議に参加した。また、11月には
横路衆議院議長の招待によりムハメジャノ
フ・カザフスタン下院議長が、12月には西
岡武夫参議院議長の招待によりソビロフ・ウ
ズベキスタン上院議長が訪日し、それぞれ菅
総理大臣への表敬などを行った。2011年2月
には、カリモフ・ウスベキスタン大統領が8
年ぶりに日本を訪問し、菅総理大臣との間で
首脳会談が行われ、共同声明などの署名式が
行われた。
日本からは、5月に菅副総理大臣兼財務大

臣がアジア開発銀行（ADB）総会出席のた
めウズベキスタンを訪問し、8月には岡田外
務大臣が「中央アジア＋日本」対話第3回外
相会合に合わせてウズベキスタン及びカザフ
スタンを訪問した他、伴野外務副大臣が11
月にトルクメニスタン、12月にカザフスタ
ンを訪問し、それぞれ第9回日本・トルクメ
ニスタン経済合同会議（於：アシガバット）、
OSCE首脳会合（於：アスタナ）に出席した。
9月の国連総会の際には、菅総理大臣が
日・タジキスタン首脳会談、前原外務大臣が
日・カザフスタン外相会談を行った。

日・グルジア外相会談に臨む岡田外務大臣（左）とヴァシャッゼ・グル
ジア外相（3月11日、東京）
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